
賃 金 規 程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）（以下「法人」という。）の就業規則（以下「規則」という。）第２６条

に基づいて、従業員の賃金に関する事項を定めたものである。 

 

（摘要範囲） 

第２条 この規程は、規則第２条に定める従業員に適用する。 

 

（賃金の構成） 

第３条 賃金の構成は、月給制賃金とする。 

前項のほか、法人は臨時または特別に手当等を支給することがある。 

 

（賃金の支払形態） 

第４条 賃金は、基本給および諸手当とする。 

２.   前項にかかわらず、法人は必要に応じて個別の契約に基づき別段の形態により賃 

    金を決定することがある。 

 

第２章 賃金の計算および支払い 

（計算期間および支払日） 

第５条 賃金は 1日から末日までの分を翌月 20日に支給する。 

２.   前項の賃金支給日が金融機関休業日にあたるときは、全営業日に繰り上げて支給す 

る。 

 

（支払原則および控除） 

第６条 賃金は通貨で、または銀行振込にて（従業員の同意を得て本人の銀行口座に）直接、 

その全額を支払う。 

２.   前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際、控除する。 

 （1） 源泉所所得税 

（2） 住民税 

 （3） 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分 

 （4） 従業員代表との協定で定めたもの 

 



（賃金の日割り計算） 

第７条 賃金計算期間の途中において、雇い入れまたは退職した場合の賃金は次の計算に 

より支給する。 

（1） 月給制賃金 

        基本給＋住宅手当＋役職手当＋単身赴任手当 

日割り計算の額＝         × 賃金計算期間における月の勤務時間数 

        一か月の平均所定労働時間 

 

（欠勤・遅刻等） 

第８条 欠勤・遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業した 

場合においては、その休業した時間に対する基本給および諸手当または月額給与 

は支給しない。 

 

（計算の端数処理） 

第９条 賃金計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。 

（1） 円未満の端数は原則四捨五入する。 

（2） 欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時間数を合計し、

30分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

（3） 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算は、当該賃金計算期間にお

いて各々時間数を合計し、３０分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、そ

れ以上の端数がある場合にはこれを１時間に繰り上げる。 

 

（休暇等の賃金） 

第１０条 規則第１５条で定める年次有給休暇については、これを出勤したものとして取 

り扱い、通常の賃金を支給する。 

２．   規則第１６条（慶弔休暇）、第１７条（夏季休暇）、第１８条（病気休暇）につい 

ては、有給とする。 

３．   規則第１９条（産前産後休暇）、第２０条（母性健康管理のための休暇）、第 

２１条（育児時間および生理休暇）、第２２条（育児休暇及び介護休暇）、第２３ 

条（育児・介護休業・子の看護休暇等）、第２４条（裁判員等のための休暇）に 

ついての期間は、無給とする。 

 

（時間外勤務手当の計算） 

第１１条 時間外勤務手当は、次の計算によって支給する。ただし、法人が時間外勤務を命

じた場合に限るものとする。また、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と所定休

日勤務時間数の合計が６０時間を超過した場合も同様の支給額とする。 

 



 

基本給＋住宅手当＋役職手当＋単身赴任手当 

             × 1.25 × 時間外勤務時間数 

一か月の平均所定労働時間 

 

（休日勤務手当の計算） 

第１２条 休日勤務手当は、次の計算によって支給する。ただし、法人が休日出勤を命じた 

場合に限るものとする。また、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と所定休日勤

務時間数の合計が６０時間を超過した場合も同様の支給額とする。 

 

基本給＋住宅手当＋役職手当＋単身赴任手当 

             × 1.35 ×休日勤務時間数 

一か月の平均所定労働時間 

 

（深夜勤務手当の計算） 

第１３条 深夜勤務手当は次の計算によって支給する。深夜勤務とは、午後１０時から午前

５時までの間に労働させた場合を指す。ただし、法人が深夜勤務を命じた場合に

限るものとする。 

 

基本給＋住宅手当＋役職手当＋単身赴任手当 

             × 0.25 ×深夜勤務時間数 

一か月の平均所定労働時間 

 

（算出の方法） 

第１４条 第７条、第１１条、第１２条、第１３条、について各手当等の計算の際における、

一か月の平均所定労働時間数は、４月～３月までの 1 年間を平均して１か月の

所定労働時間数を算出する。 

     （３６５－年間総休日日数）÷１２×１日の所定労働時間数(7.5時間) 

 

（適用除外） 

第１５条 第１１条、第１２条の規定は労働基準法第４１条第２号に該当する管理・監督の

地位にある者には適用しない。 

 

第３章 基本給の更改 

（基本給額の決定） 

第１６条 基本給額は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ各人ごとに決定する。 



 

（基本給の更改） 

第１７条 月給制賃金者の基本給の更改は、原則として契約更新の 2ヶ月前までには勤務 

成績を評価し、更改する。 

 

第４章 諸手当 

（通勤手当） 

第１８条 通勤に要する交通費は、月額５万円までの範囲内において、その者が公共交通 

 機関を利用した合理的な通勤経路の 1か月分の通勤定期代を支給する。 

２.    転居等により乗車区間および乗車期間を変更しようとする場合には、所定の手続 

     きを経て承認のあった月から新たな通勤手当を支給する。 

３.    入退社などの理由により支給日数が 1か月を下回る場合は、通勤交通費を日割計 

   算した場合と、1か月分の通勤定期代を比較し、金額が少ない方を支給する。 

４.    出張者については、法人の事業の性質上、災害等における長期出張において 

も、出張時期が流動的となることが多いため、通常通り１か月分の通勤定期代 

を支給する。 

 

 

（住宅手当） 

第１９条 住宅手当は、世帯主である従業員に対して一律 10,000円を支給する。 

２    本規定の世帯主とは、自己名義の借家または持家に住居し、住民票に世帯主とし 

て記載されている者をいう。 

３    住宅手当は、従業員から世帯主であることの届け出があった日の属する月の翌 

月から支給を開始し、世帯主でなくなった月まで支給する。 

４    従業員は世帯主でなくなった場合は遅滞なく法人に届け出なければならない。 

５    前項の届出が遅れた場合、もしくは虚偽の申告をした場合は、法人は住宅手当を

支給しないことがある。 

６    住宅手当の支給事由が消滅した場合でも、受給していた場合は、支給事由に該当

しなかった月に関して、過去に遡って返還を命じる。 

 

（時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当） 

第２０条 業務上の都合により時間外勤務、休日勤務および深夜勤務を行った場合には、第

１１条から第１３条に定める計算式を使って該当手当を算出し、支給する。 

 

（役職手当） 

第２１条 法人が指定する役職者に対しては、その職務・労働実態に応じた役職手当を支 



給する。 

（単身赴任手当） 

第２２条 従業員が家族の居住地からの通勤が困難な単身赴任で、以下のケースに該当 

し、法人がやむを得ないと認める場合は、単身赴任手当を支給する。 

（１） 配偶者が、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校その 

他教育施設に在学している同居の子を養育する事情により、家族が同行できな

い場合。 

（２） 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある従業員、もしくは配偶者の 

父母又は同居の親族を介護する状況にあり、家族が同行できない場合。 

（３） その他、法人がやむを得ない事由と認めた場合 

２    通勤が困難とする基準は、算定した通勤距離が百キロメートル以上であるこ 

と。または、算定した通勤距離が百キロメートル未満である場合でも、通勤 

方法、通勤時間、交通機関の状況等から前述に相当する程度に通勤が困難であ 

ると認められた場合とする。 

３    単身赴任手当の金額は、従業員の住居から、家族の居住地までの合理的と認め

られる通常の交通公共機関の経路を考慮した上で、決定する。 

 

第５章 賞与 

（賞与の支給） 

第２３条 法人は、法人の業績、勤務態度、勤務成績及び法人に対する貢献度等を考慮して、

賞与を支給することがある。ただし、法人の業績等により賞与を支給しないこと

がある。 

２    賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する。 

 

附則 

 

（規程の改訂） 

 本規程における改訂は、代表理事の承認を得る。 

（施行日） 

 本規程は、２０１６年 １１月 ８日より施行する。 

 本規程は、２０１９年４月１日に改訂し、２０１９年４月１日より施行する。 

 



別添：2020 年度給料体系 

2020 年４月 1 日 

◼ 基本給について                                                    （円） 

※経験・能力に応じて決定 

◼ 2020 年度に適用する役職手当について 

１．役職手当 ・・・給料額に対して一定割合を支給 

 

 

 

 

 

 

 

職員 A B C 

事務局長 400,000 ～450,000 ― ― 

管理職（リーダー） 350,000 ～400,000 330,000 ～350,000 300,000 ～330,000 

専任職 300,000 ～350,000 250,000 ～300,000 200,000 ～250,000 

役職手当 基準 

事務局長 0.1 

リーダーA 0.08 

リーダーB 0.05 

リーダーC 0.03 


